
 

 

令和５年第４回神栖市議会定例会議案一覧表 

 
議案番号 件　　名

 

議案第１号

神栖市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例

 
議案第２号 神栖市監査委員条例の一部を改正する条例

 

議案第３号
神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例

 

議案第４号
神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

 

議案第５号
神栖市会計年度任用職員の給与，報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例

 
議案第６号 神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 
議案第７号 神栖市印鑑条例の一部を改正する条例

 
議案第８号 神栖市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

 
議案第９号 神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

 

議案第 10 号
神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例

 
議案第 11 号 令和５年度神栖市一般会計補正予算（第６号）

 

議案第 12 号
令和５年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２

号）

 
議案第 13 号 令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

プレス資料 

① 議案関係資料



 
議案第 14 号 令和５年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

 
議案第 15 号 令和５年度神栖市水道事業会計補正予算（第１号）

 
議案第 16 号 令和５年度神栖市下水道事業会計補正予算（第１号）

 

議案第 17 号
財産の取得について 

・５消防ポンプ自動車購入（第３２分団）

 
議案第 18 号 神栖市道路線の廃止について

 

議案第 19 号
指定管理者の指定について 

・神栖市障害者デイサービスセンターのぞみ

 

議案第 20 号
指定管理者の指定について 

・神栖市福祉作業所きぼうの家



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．１ 
 

議案番号 件　　　名 概　　　要 備考

 議案第１号 

 

 

 

神栖市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い，定義等を改めるため，また，当市に

おいて個人番号を独自利用する事務を追加するため，所要の改正

を行うものであります。 

【改正内容】 
・第２条，第４条 
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴い，定義及び文言の整理を行う。 
・第５条　別表第１，別表第２，別表第３ 
　外国人に対する生活保護に関する事務のほか，新たに個人番号を利用又

は提供する事務を追加する。

 議案第２号 神栖市監査委員条例の一部を改正する条例 地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整理をするため，

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
・第３条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３

項」に改める。

 議案第３号 神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例

令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑み，特別職の期末手当を改定す

るため，所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・特別職期末手当の年間支給月数　3.30月→3.40月

 議案第４号 神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市一般

職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する

令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑み，市職員の給与等を改定する

ため，所要の改正を行うものであります。 



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．２

議案番号 件 名 概 要 備考

 条例の一部を改正する条例 【改正内容】 

①第 1条関係（神栖市職員の給与に関する条例の改正） 

・令和 5 年 12 月支給の市職員の期末手当及び勤勉手当支給率の引上げ

改定 

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員　各々0.05 月分引上げ 

定年前再任用短時間勤務職員　各々0.025 月分の引上げ 

・行政職給料表の給料月額引上げ改定 

大卒初任給を 11,000 円，高卒初任給を 12,000 円引上げるほか，若

年層に重点を置きながら，全ての級・号給（再任用職員を含む）で引

上げ改定（平均改定率：1.1％） 
 
②第 2条関係（神栖市職員の給与に関する条例の改正） 

・第１条で改定した勤勉手当の支給率について，令和 6 年度以降，6 月

期・12 月期における支給率を平準化するための改正 

③第 3 条関係（神栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の改正） 

・特定任期付職員の給料表の給料月額を増額改定（＋1.1％) 

・特定任期付職員の令和 5年 12 月期の期末手当支給率を 0.05 月引上げ 

④第 4 条関係（神栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の改正） 
・第 3 条で改定した期末手当の支給率について，令和 5 年度以降，6 月

期・12 月期における支給率を平準化するための改正 

⑤第 5条関係（神栖市職員の給与に関する条例の改正） 
・在宅勤務等手当を新設するための改正 

・住居その他これに準ずる場所で，一定期間以上継続して 1 か月当たり

10 日を超えて正規の勤務時間の全部を勤務することを命ぜられた職員



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．３

議案番号 件 名 概 要 備考

 について，光熱・水道費等の負担軽減のため，月額 3,000 円を支給

 議案第５号 神栖市会計年度任用職員の給与，報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員に対する勤勉手

当の支給を可能とするため，所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・勤勉手当を新設するための改正（給与条例を準用） 

・その他文言の整理を行う

 議案第６号 神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例

地方税法施行令の一部改正に伴い，出産する予定の被保険者又は

出産した被保険者に係る国民健康保険税の所得割額及び被保険者

均等割額を減額するため，所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
出産する予定又は出産した被保険者に係る国民健康保険税の所得割額及

び被保険者均等割額を出産の予定月又は出産した月の前月（多胎妊娠の

場合は三月前）から出産の予定月又は出産した月の翌々月までの期間に

ついて減額する。

 議案第７号 神栖市印鑑条例の一部を改正する条例 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律の一部改正に伴い，個人番号カード所持者の移動端末設

備に電子証明書の搭載が可能となったことから，当該移動端末設

備を用いて，コンビニエンスストアに設置されている多機能端末

機から印鑑登録証明書の交付を可能とするため，所要の改正を行

うものであります。 

 



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．４

議案番号 件 名 概 要 備考

 【主な改正内容】 

・第１３条の２中，既に規定している「個人番号カード」についての規

定を改める。 
・多機能端末機による印鑑登録証明書の交付について，電子証明書が搭

載されたスマートフォン（移動端末設備）を用いる方法の規定を追加す

る。

 議案第８号 神栖市下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整理をするため，

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８

項」に改める。

 議案第９号 神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整理をするため，

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８

項」に改める。

 議案第 10 号 神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員に対する勤勉手

当の支給を可能とするため，所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 
・会計年度任用職員の手当の種類に「勤勉手当」を追加する。 
・付則において神栖市職員の育児休業等に関する条例の一部改正。



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．５

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 11 号 令和５年度神栖市一般会計補正予算（第６号） 

 

 

 

 

 

 

補正は歳入歳出それぞれ１０億８,２３３万５千円を追加し，補正

後の予算規模を４８１億９１０万６千円とするものであります。　 

 

補正前の額　　４７,０２６,７７１千円 

補　正　額　　　１,０８２,３３５千円 

計　　　　４８,１０９,１０６千円 

補正の主な内容につきましては，まちのにぎわいづくり事業にお

いて，息栖神社周辺に拠点施設を整備するため，また，ふるさと

納税推進事業において，寄附の増加に伴い必要となる返礼品等に

要する経費を措置し，寄附金を基金に積み立てるため，補正する

ものであります。財源の主なものとしましては，市債，国庫支出

金等を充てるものであります。

 議案第 12 号 令和５年度神栖市国民健康保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第２号）

補正の内容につきましては，産前産後期間の国民健康保険税軽減

制度の実施に伴い，国民健康保険税を減額し，繰入金を増額する

ため，補正するものであります。 

 議案第 13 号 令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）

補正は歳入歳出それぞれ１２万２千円を追加し，補正後の予算規

模を５９億８,８８２万９千円とするものであります。 

 

補正前の額　　　５,９８８,７０７千円 

補　正　額　　　　　　　　１２２千円 

計　　　　　５,９８８,８２９千円 

補正内容の詳細は財政課作成資料を参照



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．６

議案番号 件 名 概 要 備考

 補正の内容につきましては，令和５年度人事院勧告による，会計

年度任用職員の給与改定の実施に伴い報酬を増額するため，補正

予算を計上するものであります。財源としましては，繰入金等を

充てるものであります。 

 議案第 14 号 令和５年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）

補正は歳入歳出それぞれ３万４千円を追加し，補正後の予算規模

を１０億２,８８６万８千円とするものであります。 

 

補正前の額　　　１,０２８,８３４千円 

補　正　額　　　　　　　　　３４千円 

計　　　　　１,０２８,８６８千円 

 

補正の内容につきましては，令和５年度人事院勧告による，会計

年度任用職員の給与改定の実施に伴い報酬を増額するため，補正

予算を計上するものであります。財源としましては，繰入金を充

てるものであります。 

 議案第 15 号 令和５年度神栖市水道事業会計補正予算（第１

号）

補正は，収益的支出の予定額を２５１万５千円追加し，２９億　

２,４８８万４千円に，また，資本的収入の予定額を１億　　　

８,０００万円追加し，８億８,５３６万６千円に，資本的支出の

予定額を３億７,９３８万７千円追加し，１８億８,２０８万１千

円とするものであります。 

 



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．７

議案番号 件 名 概 要 備考

 （収益的支出） 

　　補正前の額　　２,９２２,３６９千円 

　　補　正　額　　 　　　２,５１５千円 

　　　　計　　　　２,９２４,８８４千円 

 

（資本的収入） 

　　補正前の額　　　 ７０５,３６６千円 

　　補　正　額　　 　１８０,０００千円 

　　　　計　　　　　 ８８５,３６６千円 

 

（資本的支出）　　　 

　　補正前の額　　１,５０２,６９４千円 

　　補　正　額　　 　３７９,３８７千円 

　　　　　計　　　　１,８８２,０８１千円 

 

補正の主な内容につきましては，配水管拡張工事に伴う国庫補助

金が前倒しで交付されるため,令和６年度施工予定の工事費につい

て補正するものであります。

 議案第 16 号 令和５年度神栖市下水道事業会計補正予算（第

１号）

補正の内容につきましては，土合第三汚水中継ポンプ場電気設備

修繕工事について，令和５年度から令和７年度まで債務負担行為

を設定するものであります。



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．８

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 17 号 財産の取得について 

・５消防ポンプ自動車購入（第３２分団） 

 

 

 

 

神栖市消防団第３２分団の消防車両を更新するため，新たに消防

ポンプ自動車１台を取得することについて，議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ

き，議会の議決を求めるものであります。 

 

【契約の金額】　26,538,540 円（税込み） 

【調達内容】　　CD－Ⅰ型消防ポンプ自動車　１台

 議案第 18 号 神栖市道路線の廃止について 

 

 

 

 

 

日川地内の一般の用に供していない１路線を廃止するため，道路

法第１０条第３項の規定に基づき，議会の議決を求めるものであ

ります。

 議案第 19 号 指定管理者の指定について 

・神栖市障害者デイサービスセンターのぞみ 

 

 

 

 

神栖市障害者デイサービスセンターのぞみの指定管理者を指定す

るため，地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき，議会

の議決を求めるものであります。 

【指定管理者となる団体の名称及び所在地】 
株式会社グッドライフ 
茨城県潮来市辻８２９－１ 
【指定の期間】 

【道路法】（抄） 
第 10 条 〔略〕 
2　　 　〔略〕 
3　第 7 条第 2 項から第 8項まで及び前条の規定は前 2 項の規定による
都道府県道の路線の廃止又は変更について、第 8 条第 2 項から第 5項
まで及び前条の規定は前 2項の規定による市町村道の路線の廃止又は
変更について、それぞれ準用する。

【地方自治法】（抄） 
第２４４条の２　〔 略 〕 
２から５まで　〔 略 〕 
６　普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，

あらかじめ，当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければなら

ない。  
〔 以下 略 〕

【議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例】(抄) 
 第３条　地方自治法第 96 条第 1項第 8号の規定により，議会の議決に

付さなければならない財産の取得又は処分は，予定価格 20,000,000 円
以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については，
1件 5,000 平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の
信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。



プレス 用 

 令和５年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．９

 

 

議案番号 件 名 概 要 備考

 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間）

 議案第 20 号 指定管理者の指定について 

・神栖市福祉作業所きぼうの家

神栖市福祉作業所きぼうの家の指定管理者を指定するため，地方

自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき，議会の議決を求め

るものであります。 

【指定管理者となる団体の名称及び所在地】 
株式会社グッドライフ 
茨城県潮来市辻８２９－１ 
【指定の期間】 
令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間）



提　案　理　由 

 

令和５年第４回神栖市議会定例会に提出いたしました議案につきまして，説明いた

します。 

今回の提出案件は， 

　条例に関するもの　　　　　　　　　　　　　１０件 

　　予算に関するもの　　　　　　　　　　　　　　６件 

　　財産の取得に関するもの　　　　　　　　　　　１件 

市道路線に関するもの　　　　　　　　　　　　１件 

指定管理者に関するもの　　　　　　　　　　　２件 

でございます。 

 

議案第１号につきましては，神栖市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例についてであり，行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い，定義等を改めるため，また，当市

において個人番号を独自利用する事務を追加するため，所要の改正を行うものでありま

す。 

 

議案第２号につきましては，神栖市監査委員条例の一部を改正する条例についてで

あり，地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整理をするため，所要の改正を行

うものであります。  

 

議案第３号につきましては，神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についてであり，令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑

み，特別職の期末手当を改定するため，所要の改正を行うものであります。 

 

議案第４号につきましては，神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例についてであり，

令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑み，市職員の給与等を改定するため，所要の改正を

行うものであります。 

 

議案第５号につきましては，神栖市会計年度任用職員の給与，報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についてであり，地方自治法の一部改正に伴い，会計



年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とするため，所要の改正を行うものであ

ります。 

 

議案第６号につきましては，神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いてであり，地方税法施行令の一部改正に伴い，出産する予定の被保険者又は出産した

被保険者に係る国民健康保険税の所得割額及び被保険者均等割額を減額するため，所要

の改正を行うものであります。 

 

議案第７号につきましては，神栖市印鑑条例の一部を改正する条例についてであり， 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に

伴い，個人番号カード所持者の移動端末設備に電子証明書の搭載が可能となったことか

ら，当該移動端末設備を用いて，コンビニエンスストアに設置されている多機能端末機

から印鑑登録証明書の交付を可能とするため，所要の改正を行うものであります。 

 

議案第８号につきましては，神栖市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例についてであり，地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整理をするた

め，所要の改正を行うものであります。  

 

議案第９号につきましては，神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例についてであり，地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整理をするため，

所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１０号につきましては，神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例についてであり，地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職

員に対する勤勉手当の支給を可能とするため，所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１１号につきましては，令和５年度神栖市一般会計補正予算（第６号）につい

てであり，補正は歳入歳出それぞれ１０億８,２３３万５千円を追加し，補正後の予算

規模を４８１億９１０万６千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，まちのにぎわいづくり事業において，息栖神社周

辺に拠点施設を整備するため，また，ふるさと納税推進事業において，寄附の増加に伴

い必要となる返礼品等に要する経費を措置し，寄附金を基金に積み立てるため，補正す

るものであります。財源の主なものとしましては，市債，国庫支出金等を充てるもので

あります。 



議案第１２号につきましては，令和５年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）についてであり，補正の内容につきましては，産前産後期間の

国民健康保険税軽減制度の実施に伴い，国民健康保険税を減額し，繰入金を増額するた

め，補正するものであります。 

 

議案第１３号につきましては，令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号）についてであり，補正は歳入歳出それぞれ１２万２千円を追加し，補

正後の予算規模を５９億８,８８２万９千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，令和５年度人事院勧告による，会計年度任用職員の給

与改定の実施に伴い報酬を増額するため，補正予算を計上するものであります。財源と

しましては，繰入金等を充てるものであります。 

 

議案第１４号につきましては，令和５年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算

（ 

第１号）についてであり，補正は歳入歳出それぞれ３万４千円を追加し，補正後の予算

規模を１０億２,８８６万８千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，令和５年度人事院勧告による，会計年度任用職員の給

与改定の実施に伴い報酬を増額するため，補正予算を計上するものであります。財源と

しましては，繰入金を充てるものであります。 

 

議案第１５号につきましては，令和５年度神栖市水道事業会計補正予算（第１号）

に 

ついてであり，補正は，収益的支出の予定額を２５１万５千円追加し，２９億　　　　

２,４８８万４千円に，また，資本的収入の予定額を１億８,０００万円追加し，８億 

８,５３６万６千円に，資本的支出の予定額を３億７,９３８万７千円追加し，１８億 

８,２０８万１千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，配水管拡張工事に伴う国庫補助金が前倒しで交付

されるため,令和６年度施工予定の工事費について補正するものであります。 

 

議案第１６号につきましては，令和５年度神栖市下水道事業会計補正予算（第１

号）についてであり，補正の内容につきましては，土合第三汚水中継ポンプ場電気設備

修繕工事について，令和５年度から令和７年度まで債務負担行為を設定するものであり

ます。 

 



議案第１７号につきましては，消防ポンプ自動車購入に係る財産の取得についてで

あり，神栖市消防団第３２分団の消防車両を更新するため，新たに消防ポンプ自動車

１台を取得することについて，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき，議会の議決を求めるものであります。 

 

議案第１８号につきましては，神栖市道路線の廃止についてであり，日川地内の一

般の用に供していない１路線を廃止するため，道路法第１０条第３項の規定に基づき，

議会の議決を求めるものであります。 

 

議案第１９号につきましては，指定管理者の指定についてであり，神栖市障害者デ

イサービスセンターのぞみの指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の　

２第６項の規定に基づき，議会の議決を求めるものであります。 

 

議案第２０号につきましては，指定管理者の指定についてであり，神栖市福祉作業

所きぼうの家の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項の規定

に基づき，議会の議決を求めるものであります。


